
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 ２ コスト計算書の構成 

建物がどんな状況か、施設と
しての機能や運営形態を記
載しています 

収入・支出の状況 

コストに対し、税金等一般財源を充当した
割合がわかります 

収支がマイナスの場合、施設の運営が収入だけで
は賄われず、税金等を充てていることを示します 

市民一人当たりの税金の
負担額＝収支÷人口 

【収入】 
使用料収入… 

減免後の収入額 
その他収入… 

雑入、国・県補助等 
【支出】 
減価償却費は含みません 

※１ 指定管理者制度を導入している施設については、「指定管理」と表示されます。 
指定管理施設のうち、利用料金制を採用している施設は、使用料が利用料金収入として指定管理者の収入と 
なるため、コスト情報の収入には反映されません。 

※２ 維持管理経費…施設を維持するための費用（修繕費等）、管理するための費用（光熱水費、施設管理委 
託料等）を計上しています。 

    事業運営経費…市が施設を利用して行った事業の実施や推進に要した費用を計上しています。 
               指定管理者が行っている自主事業の経費は反映されません。 

※１ 

※２ 

貸室稼働率＝利用延べコマ数（件数）÷ 
         年間利用可能コマ数 
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